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（2）資産登録手続きの流れ

資産の登録は、プロジェクトマネジメントシステムを利用して行います。資産登録時に損害

保険の付保もできます。また、プロジェクトマネジメントシステムから設置場所変更や資産取

得時に未付保の資産に対する損害保険の追加付保の届出を行うこともできます。

ただし、登録内容に誤りがあった場合には、プロジェクトマネジメントシステムでは対応し

ておりませんので、エビデンスをご用意いただき、プロジェクト担当部にご相談ください。よ

くある例として、取得価額における桁の誤り、消費税の加算漏れ、設置場所の誤りがあります

ので、登録時は十分確認頂くようお願いいたします。

なお、登録にあたっては「３．資産登録情報のチェック」記載のチェックリスト(Ｐ.１９０)

による確認を行い、資産登録書をプロジェクトマネジメントシステムからの届出時に、確認結

果を記載した「研究開発資産登録情報等チェックリスト」をプロジェクト担当者宛に別途メー

ルでの送付をお願いします。

・資産登録およびプロジェクトマネジメントシステムについては以下に掲載されています。ご参照ください。

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html

＜プロジェクトマネジメントシステム利用の流れ＞

（3）資産の登録単位

資産の登録単位を検討する際は、当該資産が委託事業において単体で機能かつ使用するか、

複数の資産を組み合わせた状態でなければ機能しないのかということが判断材料となります。

単体資産では事業の用に供することができないと判断された場合は、パーツそれぞれの取得価

額が５０万円未満であっても一体の複合体で合計額が５０万円を超える場合、ＮＥＤＯへの資

産登録が必要です。
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１１．．資資産産管管理理のの概概要要 
（1）研究開発資産の取り扱い

委託業務（共同研究業務を含む。以下同じ）を実施するために購入し、または製造した取得

財産（機械装置、車両運搬具、工具等）を研究開発資産（あるいは単に資産）といい、その登

録、管理、保険付保および譲渡等を行います。

本章で記載する内容は、委託・共同研究事業における研究開発資産の取り扱いであり、補助

事業、助成事業、大学・国立研究開発法人等との契約における取り扱いとは異なります。（これ

らの事業における取扱いはプロジェクト担当者までお問い合わせください）

（2）資産管理の流れ

研究開発資産管理の大まかな流れは以下のとおりです。

     

（3）プロジェクトマネジメントシステム

研究開発資産を取得したら、プロジェクトマネジメントシステム（ＰＭＳ）を利用して登

録します。

２２．．資資産産登登録録のの方方法法

（1）資産登録の原則

委託業務を実施するために購入し、または製造した取得財産のうち、取得価額が５０万円

（消費税込み）以上、かつ使用可能期間（このマニュアルでは「使用可能期間」とは法定耐用

年数を指します。）が１年以上の資産については、ＮＥＤＯに所有権が帰属するため、資産の

登録手続きが必要です（約款第２０条第１項）。登録手続きは、資産取得月の翌月第５営業日

（１２月取得にあっては、１２月最終営業日）までにお願いします（約款第２０条第８項）。

再委託先（企業の場合）が取得した資産についても委託先から資産登録の手続きを行う必

要があります。

再委託先が大学等の場合は、再委託約款等に基づき資産登録の要否をご確認ください。

５０万円（消費税込み）未満の資産は、取得時から委託先に所有権が帰属しますので、ＮＥ

ＤＯへの資産登録手続きは不要です（約款第２０条第２項）。このため、委託期間中および終了

後において、委託先の管理の下、当該資産を委託事業に活用してください。

なお、実施者に負担割合のある共同研究であっても、使用可能期間が１年以上で、取得価額

の総額が５０万円（消費税込み）以上の場合に登録します。例えば、２/３共同研究において取

得価額６０万円（ＮＥＤＯの持分が４０万円、実施者の持分が２０万円）は登録の対象となり

ます。
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（2）資産登録手続きの流れ

資産の登録は、プロジェクトマネジメントシステムを利用して行います。資産登録時に損害

保険の付保もできます。また、プロジェクトマネジメントシステムから設置場所変更や資産取

得時に未付保の資産に対する損害保険の追加付保の届出を行うこともできます。

ただし、登録内容に誤りがあった場合には、プロジェクトマネジメントシステムでは対応し

ておりませんので、エビデンスをご用意いただき、プロジェクト担当部にご相談ください。よ

くある例として、取得価額における桁の誤り、消費税の加算漏れ、設置場所の誤りがあります

ので、登録時は十分確認頂くようお願いいたします。

なお、登録にあたっては「３．資産登録情報のチェック」記載のチェックリスト(Ｐ.１９０)

による確認を行い、資産登録書をプロジェクトマネジメントシステムからの届出時に、確認結

果を記載した「研究開発資産登録情報等チェックリスト」をプロジェクト担当者宛に別途メー

ルでの送付をお願いします。

・資産登録およびプロジェクトマネジメントシステムについては以下に掲載されています。ご参照ください。

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html

＜プロジェクトマネジメントシステム利用の流れ＞

（3）資産の登録単位

資産の登録単位を検討する際は、当該資産が委託事業において単体で機能かつ使用するか、

複数の資産を組み合わせた状態でなければ機能しないのかということが判断材料となります。

単体資産では事業の用に供することができないと判断された場合は、パーツそれぞれの取得価

額が５０万円未満であっても一体の複合体で合計額が５０万円を超える場合、ＮＥＤＯへの資

産登録が必要です。
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１１．．資資産産管管理理のの概概要要 
（1）研究開発資産の取り扱い

委託業務（共同研究業務を含む。以下同じ）を実施するために購入し、または製造した取得

財産（機械装置、車両運搬具、工具等）を研究開発資産（あるいは単に資産）といい、その登

録、管理、保険付保および譲渡等を行います。

本章で記載する内容は、委託・共同研究事業における研究開発資産の取り扱いであり、補助

事業、助成事業、大学・国立研究開発法人等との契約における取り扱いとは異なります。（これ

らの事業における取扱いはプロジェクト担当者までお問い合わせください）

（2）資産管理の流れ

研究開発資産管理の大まかな流れは以下のとおりです。

     

（3）プロジェクトマネジメントシステム

研究開発資産を取得したら、プロジェクトマネジメントシステム（ＰＭＳ）を利用して登

録します。

２２．．資資産産登登録録のの方方法法

（1）資産登録の原則

委託業務を実施するために購入し、または製造した取得財産のうち、取得価額が５０万円

（消費税込み）以上、かつ使用可能期間（このマニュアルでは「使用可能期間」とは法定耐用

年数を指します。）が１年以上の資産については、ＮＥＤＯに所有権が帰属するため、資産の

登録手続きが必要です（約款第２０条第１項）。登録手続きは、資産取得月の翌月第５営業日

（１２月取得にあっては、１２月最終営業日）までにお願いします（約款第２０条第８項）。

再委託先（企業の場合）が取得した資産についても委託先から資産登録の手続きを行う必

要があります。

再委託先が大学等の場合は、再委託約款等に基づき資産登録の要否をご確認ください。

５０万円（消費税込み）未満の資産は、取得時から委託先に所有権が帰属しますので、ＮＥ

ＤＯへの資産登録手続きは不要です（約款第２０条第２項）。このため、委託期間中および終了

後において、委託先の管理の下、当該資産を委託事業に活用してください。

なお、実施者に負担割合のある共同研究であっても、使用可能期間が１年以上で、取得価額

の総額が５０万円（消費税込み）以上の場合に登録します。例えば、２/３共同研究において取

得価額６０万円（ＮＥＤＯの持分が４０万円、実施者の持分が２０万円）は登録の対象となり

ます。
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ご不明な点がある場合は、プロジェクト担当者までご相談をお願いいたします。

（5）取得日

購入の場合は、納品検収行為を行った日が取得日となります。また、製造の場合は、竣工の

検査を行った日が取得日となります。取得日は償却の起点となるので重要です。

複数のパーツを組み合わせてはじめて一つの機能を有する資産の場合には、最後に納品され

た資産の検収または竣工の検査を行った日とします。

（6）耐用年数

研究開発資産の耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四

十年大蔵省令）」別表第６に拠ります。

（注）全ての資産が本表の適用となる訳ではなく、省令別表第１、第２等に拠るものもある。

＜別表第６（抜粋）＞

種類 細目 耐用年数（年）

建物および建

物附属設備

建物の全部または一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへ

い室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に

施設した内部造作または建物附属設備

五

構築物

風どう、試験水そうおよび防壁 五

ガスまたは工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔および特殊用途に

使用するもの
七

工具 四

器具および備

品

試験または測定機器、計算機器、撮影機および顕微鏡
四

機械および装

置

汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工

機械その他これらに類するもの
七

その他のもの 四

＊建物本体については研究開発用途として建物自体に特殊仕様が施されている場合等について

は別表第６の適用が可能ですが、それ以外については別表第１が適用されます。ご不明な点が

ある場合は、プロジェクト担当者までご相談をお願いいたします。
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＜資産登録のフローチャート＞

（4）取得価額（資産登録時）

取得価額については、ＮＥＤＯが委託先から資産の所有権の移転を受けるに際して委託

先に支払う金額（委託費。消費税を含む）が取得価額になります。

このため、取得価額には原則として一律消費税を加算して登録することになります。（※1）

※1 委託先が消費税免税事業者である場合、委託先が当該資産を取得する際に消費税を

負担していない場合には取得価額に消費税を含める必要はありません。

なお、資産登録を行うプロジェクトマネジメントシステムについては、2022年 3 月 22 日

以降、取得価額に一律消費税を加算して登録されるようシステム改修いたしました。シス

テム改修後は、資産登録書作成の際「取得価額」欄に「税抜額」を入力いただき、消費税

額を自動計算で加算（小数点以下の端数は切り捨て）して取得価額（税込）を登録してお

ります。

原則、契約締結日に関わらず、委託業務完了日時点の消費税率を適用します。

ただし、複数年度契約の中間年度の場合は、各年度の 3 月 31 日時点の消費税率を当該

年度における消費税率として適用します。

当該資産を事業に使用する場合

どの単体で機能するか

①単体で機能する
②複数の資産を組み合わせた

状態で機能する

③登録済資産に

組み合わせて機能する

50 万円以上

（税込）

50 万円未満

（税込）

合計額が

50 万円以上

（税込）

合計額が

50 万円未満

（税込）

年度内で

使用開始に

至らない資産

合計額が

10 万円以上

（税込）

合計額が

10 万円未満

（税込）

登録

する

登録

しない 複合体で

一式として

登録する

登録

しない

建設仮勘定

として登録
登録

する

登録

しない
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ご不明な点がある場合は、プロジェクト担当者までご相談をお願いいたします。

（5）取得日

購入の場合は、納品検収行為を行った日が取得日となります。また、製造の場合は、竣工の

検査を行った日が取得日となります。取得日は償却の起点となるので重要です。

複数のパーツを組み合わせてはじめて一つの機能を有する資産の場合には、最後に納品され

た資産の検収または竣工の検査を行った日とします。

（6）耐用年数

研究開発資産の耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四

十年大蔵省令）」別表第６に拠ります。

（注）全ての資産が本表の適用となる訳ではなく、省令別表第１、第２等に拠るものもある。

＜別表第６（抜粋）＞

種類 細目 耐用年数（年）

建物および建

物附属設備

建物の全部または一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへ

い室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に

施設した内部造作または建物附属設備

五

構築物

風どう、試験水そうおよび防壁 五

ガスまたは工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔および特殊用途に

使用するもの
七

工具 四

器具および備

品

試験または測定機器、計算機器、撮影機および顕微鏡
四

機械および装

置

汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工

機械その他これらに類するもの
七

その他のもの 四

＊建物本体については研究開発用途として建物自体に特殊仕様が施されている場合等について

は別表第６の適用が可能ですが、それ以外については別表第１が適用されます。ご不明な点が

ある場合は、プロジェクト担当者までご相談をお願いいたします。

- 184 -

＜資産登録のフローチャート＞

（4）取得価額（資産登録時）

取得価額については、ＮＥＤＯが委託先から資産の所有権の移転を受けるに際して委託

先に支払う金額（委託費。消費税を含む）が取得価額になります。

このため、取得価額には原則として一律消費税を加算して登録することになります。（※1）

※1 委託先が消費税免税事業者である場合、委託先が当該資産を取得する際に消費税を

負担していない場合には取得価額に消費税を含める必要はありません。

なお、資産登録を行うプロジェクトマネジメントシステムについては、2022年 3 月 22 日

以降、取得価額に一律消費税を加算して登録されるようシステム改修いたしました。シス

テム改修後は、資産登録書作成の際「取得価額」欄に「税抜額」を入力いただき、消費税

額を自動計算で加算（小数点以下の端数は切り捨て）して取得価額（税込）を登録してお

ります。

原則、契約締結日に関わらず、委託業務完了日時点の消費税率を適用します。

ただし、複数年度契約の中間年度の場合は、各年度の 3 月 31 日時点の消費税率を当該
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当該資産を事業に使用する場合

どの単体で機能するか

①単体で機能する
②複数の資産を組み合わせた

状態で機能する

③登録済資産に

組み合わせて機能する

50 万円以上

（税込）

50 万円未満

（税込）

合計額が

50 万円以上

（税込）

合計額が

50 万円未満

（税込）

年度内で

使用開始に

至らない資産

合計額が

10 万円以上

（税込）

合計額が

10 万円未満

（税込）

登録

する

登録

しない 複合体で

一式として

登録する

登録

しない

建設仮勘定

として登録
登録

する

登録

しない
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（7）建設仮勘定 

製作する資産であって、当年度内で使用開始に至らないものの場合、建設仮勘定として登録

を行います（建物や構築物に限りません）。 

当年度内に事業の目的のためにわずかでも使用することがあれば、建設仮勘定としての登録

は不適当です。一切利用しない場合においてのみ、建設仮勘定として登録します。 

複数年度で製作する場合は、年度毎の製作部分を建設仮勘定として登録し、完成年度で一斉

に本勘定へ振り替えます。建設仮勘定として登録すると、本勘定への振り替えを行うまでは減

価償却されないとともに固定資産税の申告も行いません。事業において使用開始する際は、速

やかにプロジェクト担当者へ連絡し、本勘定への振り替えを行うようお願いいたします。 

 

（8）試作品について 

その製作自体が研究目的であり、完成品ではないので、資産として登録する必要はありませ

ん。ただし、ＮＥＤＯでは展示品として使用したり耐久試験に使用したりする場合等、製作後

１年以上のものについては、資産に登録します。 

一方、取得価額が５０万円以上かつ使用可能期間（耐用年数）が１年以上の機械装置等は、

ＮＥＤＯへの資産登録が必要です（約款第２０条第１項）。 

  

＜試作品の留意点＞ 

①ＮＥＤＯ資産として登録する必要はありません。      

 ②製作後１年未満で廃棄していただきます。ただし、１年以上経過した場合（事業終了後に 1

年以上経過した場合を含む）は資産登録が必要です。 

③試作品製作後、1 年以上経過している場合（事業終了後も使用を予定している場合も含む）

は、速やかに資産登録を行い、委託業務の完了後又は委託期間の終了後、有償譲渡の手続きを

行ってください。（なお、資産登録する際、月別項目別明細書等を確認し登録漏れの試作品が

ないか十分確認を行ってください。） 

 

（9）機械装置に組み込まれたソフトウェアの扱い 

購入または製作したソフトウェアであって、ＮＥＤＯ委託費で購入・製造した装置類に組み

込まれ附属して、一体として機能するものは装置とソフトウェアの取得価額を合算して５０万

円以上であれば資産登録します。単独で動作するソフトウェアは資産登録の必要はありませ

ん。また、所有権が委託先に帰属する装置に組み込まれたソフトウェアも登録の必要はありま

せん。 

なお、自社製作(外注を含む)のソフトウェアで著作権が発生するものについては、ＮＥＤＯ

に著作権の報告をしていただきます。 

 

 

（10）研究開発資産登録の補足 

  研究開発で使用する資産登録の仕分け方の補足として、「研究開発資産 YES･NO チャート」

を参照願います。 
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３３．．資資産産登登録録情情報報ののチチェェッックク    

（1）登録時チェック 

資産登録を適切に行って頂いただくために、資産登録時に「研究開発資産 登録情報等チェ

ックリスト」書式Ⅻ-１（Ｐ.１９０）を用いて、登録情報のチェックをお願いします。 

 以下のような誤認による登録漏れが散見されますので、登録する資産以外に登録漏れがないか

のチェックも合わせてお願いします。 

 税抜きで５０万円以上を資産登録するものと誤認して登録漏れ 

 改造費なのに修理費であると誤認して登録漏れ  

 試作品を製作後１年以上使用したのに登録漏れ 

 

なお、チェックリストは資産登録書を届出の都度作成のうえ、プロジェクト担当者宛に別途

メール等で提出をお願いいたします。（必要に応じて、納品書等の価格内訳が分かる詳細情報の

提出をお願いする場合があります。） 

 

（2）検査前再チェック 

検査受検前に、プロジェクトマネジメントシステムの資産一覧画面から資産管理簿を出力し、

登録内容、帳票類および資産現物を突き合わせ、チェックリストを利用して再チェックを行っ

てください。 

チェックの結果、判断が難しい場合には、プロジェクト担当者にお問い合わせください。 

 

※「研究開発資産 登録情報等チェックリスト」(次頁)は、ＮＥＤＯホームページよりダウン

ロードできます。  
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（11）損害保険と固定資産税について 

①損害保険について 

ＮＥＤＯが所有権を有する資産へは必要に応じて損害保険をかけることができます（約款

第２２条第１項）（ただし、建物内の施設に対して委託先が包括的な損害保険をかけている場

合には登録不要）。 

保険をかけるには、資産登録のタイミングで登録を行うのが通常ですが、事業途中でも必

要性が生じた時点で登録を行うことも可能です。何れも保険開始日の翌月第５営業日が登録

締切となります。また、１２月取得は１２月最終営業日が締切です（約款第２０条第８項）。 

共同研究における損害保険については、各持分に応じて保険をかけることになりますが、

共同研究先の所有分もＮＥＤＯで一括して保険をかけることができます。その場合には、保

険登録を行う際「共同研究先持分 NEDO 保険加入」は希望するにチェックをし、共同研究先持

分保険連絡先情報に入力してください。別途保険会社と直接手続きしていただきます。 

損害保険の付保契約は年度単位で行うため、付保の登録は資産登録時だけではなく、毎年

必要となりますのでご注意ください。毎年の付保登録時期については、ＮＥＤＯからお知ら

せします。 

なお、大学・国立研究開発法人等帰属の研究開発資産および継続研究等への貸与中の資産

については、必要に応じて各委託先で保険をかけていただくこととなります。 

 

②固定資産税について 

ＮＥＤＯが所有権を有する固定資産税の申告および納税はＮＥＤＯが行います（共同研究

の場合にはＮＥＤＯ持分のみ）。 

これらの手続きは委託先が登録する情報を基にして行いますので、資産や保険に関する登

録は正確に行うよう注意してください。 

 

＜補足＞ 

資産登録時に入力する郵便番号は、日本郵政ＨＰの郵便番号を使用してください。 

（自社独自の郵便番号は使わないでください。） 

 https://www.post.japanpost.jp/zipcode/index.html 
同じく、市区町村コードは、地方公共団体情報システム機構ＨＰ／地方公共団体コードを

使用してください。 

 https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html 
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４４．．資資産産管管理理のの留留意意点点 

（1）目的外使用の禁止（約款第２０条第５項） 

委託先は、取得資産を委託業務以外の目的に使用することはできません。 

ただし、ＮＥＤＯが認めた場合、空いている時間にＮＥＤＯの他の委託事業等で使用するこ

とは可能です（Ｐ.１９４、「６.資産の共用使用について」参照）。 

 

（2）善管注意義務（約款第２０条第３項） 

委託先は、業務委託契約に基づき善良な管理者の注意をもって資産の管理を行わなければな

りません。委託先が管理する期間は、委託先が資産の検収または竣工の検査をした日からＮＥ

ＤＯの指示に基づきＮＥＤＯが指定する相手先に引き渡す日までとします。 

 

（3）設置場所変更の事前届出（約款第２０条第８項） 

  資産の設置場所情報は、ＮＥＤＯが資産の管理業務を行う上で非常に重要な情報です (納税

先の自治体の変更や損害保険に係る登録情報の変更などに影響します)。 

  そのため、設置場所の変更を予定している場合は、プロジェクトマネジメントシステムの利

用によりプロジェクト担当部に届け出が必要となります。 

 

(4) 資産標示票の貼付（約款第２０条第４項） 

委託業務を実施するために購入し、または製造した取得財産については、他の財産と区分す

るために、資産標示票を貼付して管理しなければなりません。（ＮＥＤＯ帰属資産について

は、資産登録後、資産管理部から資産標示票を送付します。また、委託先帰属資産についての

様式は問いません。）資産が小さく貼付できないような場合は、置いてあるテーブルに貼付あ

るいは保管箱に貼付する等委託先で管理しやすい方法でお願いいたします。 

＜資産標示票＞ 

※原寸大 
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研研究究開開発発資資産産  登登録録情情報報等等チチェェッッククリリスストト（（シシスステテムム改改修修後後））  

委委託託先先名名      ：：                                                  □□免免税税事事業業者者ののみみここここににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい  

契契約約管管理理番番号号：：                                                  

資資産産登登録録書書のの文文書書番番号号：：BBNNSS--JJ--    --                  届届出出日日：：2200    年年    月月    日日  

チチェェッックク日日      ：：2200    年年    月月    日日      チチェェッックク担担当当者者名名：：      

本本チチェェッッククリリスストトはは資資産産登登録録書書をを届届出出のの際際にに、、ププロロジジェェククトト担担当当者者にに別別途途メメーールルででごご提提出出ををおお願願いいいいたたししまますす。。  

７７，，１１００，，１１１１，，１１２２，，１１３３はは今今回回のの登登録録にに該該当当ししなないい場場合合ももチチェェッッククををおお願願いいいいたたししまますす。。  

【【連連絡絡事事項項】】NNEEDDOO 担担当当者者へへのの連連絡絡事事項項ががああれればば記記入入くくだだささいい。。  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

☐ 1. 実施計画書で認められた資産ですか。 

☐ 2. 資産情報・建物情報等が全て正しく入力されていますか。住所は番地まで入力されていますか。 

☐ 3.  登録単位は機能が発揮する単位として妥当ですか。 
 注)単体で機能かつ使用するか、複数の資産を組み合わせて機能するかで判断します。 

☐ 4. 資産名称は相応しいですか。（注)○○工事、□□修理、△△パーツなどの名称は使いません。） 

☐ 5. 登録資産は取得価額（消費税額を含む）が５０万円以上かつ使用可能期間が１年以上ですか。 

 注)研究に使用する期間ではなく、資産の使用可能期間（耐用年数）で判断します。 

☐ 6.  登録の際に入力した取得価額は消費税抜きですか。桁間違えはないですか。  
☐ 7. 付帯設備、設置工事費等が発生している場合は取得価額に合算されていますか。 

☐ 8. 取得日は正しいですか。 

 注)購入の場合は納品検収日に、製造の場合は、竣工の検査日（運用開始日）となっていますか。 

☐ 9. 勘定科目及び耐用年数は正しいですか。 

 注)研究開発資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和四十年大蔵省

令）」に拠ります。原則として、別表第６の耐用年数を適用します。 

☐ 10. 建設仮勘定の登録漏れはありませんか。 

 注)製作した資産であって、当該年度内で使用開始に至らない場合、年度毎の製作部分を建設仮

勘定として登録し、完成年度で一斉に本勘定へ振り替えます。 

☐ 11. 改造の場合、既に登録している NEDO 資産の改造であって１０万円（税込み）以上ですか。 

 注)委託先所有の装置等を改造する場合は、５０万円(税込み)以上のものが登録対象です。 

☐ 12. 購入又は製作したソフトウェアを単体で登録していませんか。 

 注)ソフトウェア単体は、登録しません。NEDO 資産の装置類と一体の場合は装置として登録しま

す。 

☐ 13. 付保登録（開始日）は妥当ですか。 

 
注)建物内の施設に対して包括的な損害保険を掛けている場合は登録不要です。 

取得した翌月第５営業日までにご報告頂ければ、取得日から保険をかけることが出来ます。 

☐ 14. 今回登録する資産以外に、以下に該当する登録漏れの資産はありませんか。 

 
・税抜きで 50 万円以上を資産登録するものと誤認して登録されていない。 

・改造費を修理費であると誤認して登録されていない。 

・試作品を製作後 1 年以上使用（経過）しているにもかかわらず登録されていない。 

書式Ⅻ－１ 
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４４．．資資産産管管理理のの留留意意点点 

（1）目的外使用の禁止（約款第２０条第５項） 

委託先は、取得資産を委託業務以外の目的に使用することはできません。 

ただし、ＮＥＤＯが認めた場合、空いている時間にＮＥＤＯの他の委託事業等で使用するこ

とは可能です（Ｐ.１９４、「６.資産の共用使用について」参照）。 

 

（2）善管注意義務（約款第２０条第３項） 

委託先は、業務委託契約に基づき善良な管理者の注意をもって資産の管理を行わなければな

りません。委託先が管理する期間は、委託先が資産の検収または竣工の検査をした日からＮＥ

ＤＯの指示に基づきＮＥＤＯが指定する相手先に引き渡す日までとします。 

 

（3）設置場所変更の事前届出（約款第２０条第８項） 

  資産の設置場所情報は、ＮＥＤＯが資産の管理業務を行う上で非常に重要な情報です (納税

先の自治体の変更や損害保険に係る登録情報の変更などに影響します)。 

  そのため、設置場所の変更を予定している場合は、プロジェクトマネジメントシステムの利

用によりプロジェクト担当部に届け出が必要となります。 

 

(4) 資産標示票の貼付（約款第２０条第４項） 

委託業務を実施するために購入し、または製造した取得財産については、他の財産と区分す

るために、資産標示票を貼付して管理しなければなりません。（ＮＥＤＯ帰属資産について

は、資産登録後、資産管理部から資産標示票を送付します。また、委託先帰属資産についての

様式は問いません。）資産が小さく貼付できないような場合は、置いてあるテーブルに貼付あ

るいは保管箱に貼付する等委託先で管理しやすい方法でお願いいたします。 

＜資産標示票＞ 

※原寸大 
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研研究究開開発発資資産産  登登録録情情報報等等チチェェッッククリリスストト（（シシスステテムム改改修修後後））  

委委託託先先名名      ：：                                                  □□免免税税事事業業者者ののみみここここににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい  

契契約約管管理理番番号号：：                                                  

資資産産登登録録書書のの文文書書番番号号：：BBNNSS--JJ--    --                  届届出出日日：：2200    年年    月月    日日  

チチェェッックク日日      ：：2200    年年    月月    日日      チチェェッックク担担当当者者名名：：      

本本チチェェッッククリリスストトはは資資産産登登録録書書をを届届出出のの際際にに、、ププロロジジェェククトト担担当当者者にに別別途途メメーールルででごご提提出出ををおお願願いいいいたたししまますす。。  

７７，，１１００，，１１１１，，１１２２，，１１３３はは今今回回のの登登録録にに該該当当ししなないい場場合合ももチチェェッッククををおお願願いいいいたたししまますす。。  

【【連連絡絡事事項項】】NNEEDDOO 担担当当者者へへのの連連絡絡事事項項ががああれればば記記入入くくだだささいい。。  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

☐ 1. 実施計画書で認められた資産ですか。 

☐ 2. 資産情報・建物情報等が全て正しく入力されていますか。住所は番地まで入力されていますか。 

☐ 3.  登録単位は機能が発揮する単位として妥当ですか。 
 注)単体で機能かつ使用するか、複数の資産を組み合わせて機能するかで判断します。 

☐ 4. 資産名称は相応しいですか。（注)○○工事、□□修理、△△パーツなどの名称は使いません。） 

☐ 5. 登録資産は取得価額（消費税額を含む）が５０万円以上かつ使用可能期間が１年以上ですか。 

 注)研究に使用する期間ではなく、資産の使用可能期間（耐用年数）で判断します。 

☐ 6.  登録の際に入力した取得価額は消費税抜きですか。桁間違えはないですか。  
☐ 7. 付帯設備、設置工事費等が発生している場合は取得価額に合算されていますか。 

☐ 8. 取得日は正しいですか。 

 注)購入の場合は納品検収日に、製造の場合は、竣工の検査日（運用開始日）となっていますか。 

☐ 9. 勘定科目及び耐用年数は正しいですか。 

 注)研究開発資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和四十年大蔵省

令）」に拠ります。原則として、別表第６の耐用年数を適用します。 

☐ 10. 建設仮勘定の登録漏れはありませんか。 

 注)製作した資産であって、当該年度内で使用開始に至らない場合、年度毎の製作部分を建設仮

勘定として登録し、完成年度で一斉に本勘定へ振り替えます。 

☐ 11. 改造の場合、既に登録している NEDO 資産の改造であって１０万円（税込み）以上ですか。 

 注)委託先所有の装置等を改造する場合は、５０万円(税込み)以上のものが登録対象です。 

☐ 12. 購入又は製作したソフトウェアを単体で登録していませんか。 

 注)ソフトウェア単体は、登録しません。NEDO 資産の装置類と一体の場合は装置として登録しま

す。 

☐ 13. 付保登録（開始日）は妥当ですか。 

 
注)建物内の施設に対して包括的な損害保険を掛けている場合は登録不要です。 

取得した翌月第５営業日までにご報告頂ければ、取得日から保険をかけることが出来ます。 

☐ 14. 今回登録する資産以外に、以下に該当する登録漏れの資産はありませんか。 

 
・税抜きで 50 万円以上を資産登録するものと誤認して登録されていない。 

・改造費を修理費であると誤認して登録されていない。 

・試作品を製作後 1 年以上使用（経過）しているにもかかわらず登録されていない。 

書式Ⅻ－１ 
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がＮＥＤＯ内の手続きを行います。事前に実施可否の確認を行いますので、プロジェクト

担当部と調整を行ってください。なお、助成事業で使用する場合は資産の貸与となり、貸

与契約を締結していただきます。事業終了後は、貸与契約に基づき、有償で譲り受けてい

ただきます。 

③無償譲渡 

「資産譲渡申請書」の提出を受け、承諾をすることにより譲渡が完了となります。ただし、

譲渡後、当該資産を譲り受けたことが確認できる書類として、資産管理台帳またはこれに

代わる書類（写し）の提出をしていただきます。 

④廃棄 

委託先負担で廃棄処理を行っていただく場合、ＮＥＤＯから発行する廃棄依頼書を基に

廃棄処理を開始し（着手報告書の提出）、その後廃棄処理が済みましたら、完了報告書を

提出していただきます。 

なお、委託事業の一環として廃棄を予定する場合は、委託業務実施計画書の記載方法な

どに関して、所定の手続きに従っていただきますので、プロジェクト担当者に相談してく

ださい。（（ＰＰ．．２２９９「「２２．．実実施施計計画画書書のの作作成成  ５５..そそのの他他」」をを参参照照ののこことと）） 

 

（4）有償譲渡価格（約款第２０条の２第３項、第４項） 

   譲渡価格は、取得価額から、取得価額に１００分の９０を乗じた額に１を法定耐用年数で除

した値（小数点第四位以下切り上げ。ただし、２００７年３月３１日以前の取得財産について

は小数点第四位以下切り捨て。）を乗じた額（以下「年償却額」という。）に取得日から事業終

了日までの期間（以下「算定期間」という。）における通算経過年数を乗じて得られた額および

算定期間のうち１２月に満たない月数（１月に満たない日数があるときは１月と算定する。以

下「端数月数」という。）を年償却額に乗じて１２で除した額（小数点以下四捨五入）を減算し

た額とする。ただし、取得価額に１００分の５を乗じた額を下回らない額とする。 

 【算定式】 

譲渡価格＝取得価額－（年償却額×経過年数＋年償却額×端数月数÷１２） 

≧取得価額×（５÷１００） 

なお、有償譲渡に際しては、以下の計算式の通り上記譲渡価格に引き渡し時の法定の消費税

が賦課されます。 

 【有償譲渡価格の計算式】 

  税抜価格＝譲渡価格（税込価格）÷（１＋取得時消費税率（※）） →円未満切上 

有償譲渡価格＝税抜価格 ×（１＋引き渡し時消費税率） →小数点以下切り捨て 

※「取得時消費税率」は、取得価額に加算される消費税率となります。（Ｐ.１８４） 

 

＊有償譲渡を予定する資産については、有償譲渡価格の算定を適切なものとするために、

当面、当該資産の「月別項目別明細表」等をご提出いただき、資産取得価額の内訳を確

認させていただきます。特に、輸入品や自社製作品等を含む場合には、消費税が正しく

取得価額に加算されているか確認させて頂きます。（「取得価額」についてはＰ.１８４

をご覧ください） 

＊委託先以外に、ＮＥＤＯが随意契約により直接売却できる相手（以下「随契売却可能先」）

にＮＥＤＯが直接譲渡する場合、その譲渡価格の算定方法は、業務約款第２０条の２等

により上記算定方法と同一です。ＮＥＤＯから委託先を経由して随契売却可能先に有

償譲渡する場合も、直接、随契売却可能先に有償譲渡する際の譲渡価格と同一とする必

要があります。 
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５５．．資資産産譲譲渡渡等等のの方方法法  
（1）有償による譲受義務(約款第２０条の２) 

委託先は、業務委託契約に基づき委託事業期間終了後、有償により、ＮＥＤＯに帰属する資

産をＮＥＤＯから譲り受けることとなっています（約款第２０条の２第１項）。その際の価額は、

事業終了日の残存価額となります。 

 

（2）有償による譲受以外の方法 

  約款に基づき、事業終了後、有償で譲り受けていただきます。 

①ただし、ＮＥＤＯが適切と判断した場合、ＮＥＤＯが行う他の業務における使用（他の委託

事業・助成事業への転用等）とします。         （約款第２０条の２第５項） 

 

②有償譲渡に適さないとＮＥＤＯが認めた場合、次の方法を行うことができます。 

（約款第２０条の２第５項） 

・当該研究開発事業に参加していた公的機関等（※）への無償譲渡。ただし継続して 

研究を実施する場合に限る。 

※国、地方公共団体、大学、国公立研究機関、独法、社団・財団法人（非営利型法人のみ）、 

および外国におけるこれらに相当する機関。 

 

③上記対応が不可能かつ妥当な理由がある場合に限り、原則として委託先負担により廃棄処理

を行う事ができます。                 （約款第２０条の２第５項） 

 

  ＜廃棄が妥当な場合＞ 

「機能が著しく低下している」「劣化等により現状復帰するには不相応な修繕費がかかる」

等の明確な理由が存在する場合。 

なお、モデルプラントを製作する等、以下の要件のいずれかを満たす場合で、解体撤

去（廃棄）がやむを得ないとＮＥＤＯが認める場合に限り、例外的に委託事業の一環と

して廃棄を実施することができます。            （約款第２０条の４） 

 

・研究開発委託事業内で解体研究を実施する場合 

・モデルプラント等で事業目的達成後、解体撤去することが前提となっている場合 

・事業目的達成後に取得資産を設置した第三者の敷地等の速やかな原状回復を必要と 

し、かつ、その時点で利活用できない資産（機能が著しく低下している、移設する 

とその機能を失う等、物理的に使用できない資産）である場合 

 

（3）資産譲渡等の手続き 

    ＮＥＤＯは、委託先から必要書類（「取得財産の処分に関する確認書」、「連絡先等一覧表」

等）書式Ⅻ-４～６（Ｐ.２０２～２０４）の提出をお願いしています（約款第２０条の２第５

項）。 

 

①有償譲渡 

２０１３年度（２０１３年４月）以降の新規契約では、委託事業終了次第、「請求書」を

ＮＥＤＯから委託先に発行し、委託先からの代金の支払いをもって譲渡が完了（所有権の

移転）となります。 

②ＮＥＤＯが行う他の委託事業・助成事業への転用 

当該資産を引き続き他の事業で使用することが適切と判断した場合、プロジェクト担当部
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がＮＥＤＯ内の手続きを行います。事前に実施可否の確認を行いますので、プロジェクト

担当部と調整を行ってください。なお、助成事業で使用する場合は資産の貸与となり、貸

与契約を締結していただきます。事業終了後は、貸与契約に基づき、有償で譲り受けてい

ただきます。 

③無償譲渡 

「資産譲渡申請書」の提出を受け、承諾をすることにより譲渡が完了となります。ただし、

譲渡後、当該資産を譲り受けたことが確認できる書類として、資産管理台帳またはこれに

代わる書類（写し）の提出をしていただきます。 

④廃棄 

委託先負担で廃棄処理を行っていただく場合、ＮＥＤＯから発行する廃棄依頼書を基に

廃棄処理を開始し（着手報告書の提出）、その後廃棄処理が済みましたら、完了報告書を

提出していただきます。 

なお、委託事業の一環として廃棄を予定する場合は、委託業務実施計画書の記載方法な

どに関して、所定の手続きに従っていただきますので、プロジェクト担当者に相談してく

ださい。（（ＰＰ．．２２９９「「２２．．実実施施計計画画書書のの作作成成  ５５..そそのの他他」」をを参参照照ののこことと）） 

 

（4）有償譲渡価格（約款第２０条の２第３項、第４項） 

   譲渡価格は、取得価額から、取得価額に１００分の９０を乗じた額に１を法定耐用年数で除

した値（小数点第四位以下切り上げ。ただし、２００７年３月３１日以前の取得財産について

は小数点第四位以下切り捨て。）を乗じた額（以下「年償却額」という。）に取得日から事業終

了日までの期間（以下「算定期間」という。）における通算経過年数を乗じて得られた額および

算定期間のうち１２月に満たない月数（１月に満たない日数があるときは１月と算定する。以

下「端数月数」という。）を年償却額に乗じて１２で除した額（小数点以下四捨五入）を減算し

た額とする。ただし、取得価額に１００分の５を乗じた額を下回らない額とする。 

 【算定式】 

譲渡価格＝取得価額－（年償却額×経過年数＋年償却額×端数月数÷１２） 

≧取得価額×（５÷１００） 

なお、有償譲渡に際しては、以下の計算式の通り上記譲渡価格に引き渡し時の法定の消費税

が賦課されます。 

 【有償譲渡価格の計算式】 

  税抜価格＝譲渡価格（税込価格）÷（１＋取得時消費税率（※）） →円未満切上 

有償譲渡価格＝税抜価格 ×（１＋引き渡し時消費税率） →小数点以下切り捨て 

※「取得時消費税率」は、取得価額に加算される消費税率となります。（Ｐ.１８４） 

 

＊有償譲渡を予定する資産については、有償譲渡価格の算定を適切なものとするために、

当面、当該資産の「月別項目別明細表」等をご提出いただき、資産取得価額の内訳を確

認させていただきます。特に、輸入品や自社製作品等を含む場合には、消費税が正しく

取得価額に加算されているか確認させて頂きます。（「取得価額」についてはＰ.１８４

をご覧ください） 

＊委託先以外に、ＮＥＤＯが随意契約により直接売却できる相手（以下「随契売却可能先」）

にＮＥＤＯが直接譲渡する場合、その譲渡価格の算定方法は、業務約款第２０条の２等

により上記算定方法と同一です。ＮＥＤＯから委託先を経由して随契売却可能先に有

償譲渡する場合も、直接、随契売却可能先に有償譲渡する際の譲渡価格と同一とする必

要があります。 
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５５．．資資産産譲譲渡渡等等のの方方法法  
（1）有償による譲受義務(約款第２０条の２) 

委託先は、業務委託契約に基づき委託事業期間終了後、有償により、ＮＥＤＯに帰属する資

産をＮＥＤＯから譲り受けることとなっています（約款第２０条の２第１項）。その際の価額は、

事業終了日の残存価額となります。 

 

（2）有償による譲受以外の方法 

  約款に基づき、事業終了後、有償で譲り受けていただきます。 

①ただし、ＮＥＤＯが適切と判断した場合、ＮＥＤＯが行う他の業務における使用（他の委託

事業・助成事業への転用等）とします。         （約款第２０条の２第５項） 

 

②有償譲渡に適さないとＮＥＤＯが認めた場合、次の方法を行うことができます。 

（約款第２０条の２第５項） 

・当該研究開発事業に参加していた公的機関等（※）への無償譲渡。ただし継続して 

研究を実施する場合に限る。 

※国、地方公共団体、大学、国公立研究機関、独法、社団・財団法人（非営利型法人のみ）、 

および外国におけるこれらに相当する機関。 

 

③上記対応が不可能かつ妥当な理由がある場合に限り、原則として委託先負担により廃棄処理

を行う事ができます。                 （約款第２０条の２第５項） 

 

  ＜廃棄が妥当な場合＞ 

「機能が著しく低下している」「劣化等により現状復帰するには不相応な修繕費がかかる」

等の明確な理由が存在する場合。 

なお、モデルプラントを製作する等、以下の要件のいずれかを満たす場合で、解体撤

去（廃棄）がやむを得ないとＮＥＤＯが認める場合に限り、例外的に委託事業の一環と

して廃棄を実施することができます。            （約款第２０条の４） 

 

・研究開発委託事業内で解体研究を実施する場合 

・モデルプラント等で事業目的達成後、解体撤去することが前提となっている場合 

・事業目的達成後に取得資産を設置した第三者の敷地等の速やかな原状回復を必要と 

し、かつ、その時点で利活用できない資産（機能が著しく低下している、移設する 

とその機能を失う等、物理的に使用できない資産）である場合 

 

（3）資産譲渡等の手続き 

    ＮＥＤＯは、委託先から必要書類（「取得財産の処分に関する確認書」、「連絡先等一覧表」

等）書式Ⅻ-４～６（Ｐ.２０２～２０４）の提出をお願いしています（約款第２０条の２第５

項）。 

 

①有償譲渡 

２０１３年度（２０１３年４月）以降の新規契約では、委託事業終了次第、「請求書」を

ＮＥＤＯから委託先に発行し、委託先からの代金の支払いをもって譲渡が完了（所有権の

移転）となります。 

②ＮＥＤＯが行う他の委託事業・助成事業への転用 

当該資産を引き続き他の事業で使用することが適切と判断した場合、プロジェクト担当部

Ⅻ
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(3) 運用方法 

委託事業者から「共用使用申請書」書式Ⅻ-７（Ｐ.２０５）により当該委託事業で使用し

ている財産に係る共用使用の申請があり、ＮＥＤＯの定める 上記(2)承認基準を満たした場

合、申請内容に基づいて共用使用を認めることとしています。 

共用使用希望者が申請する事業者と異なる場合（再委託先等）は、共用使用を希望する者

（再委託先等）は、委託先に「共用使用申請書」書式Ⅻ-８（Ｐ.２０６）を提出し、委託先

は、その写しを添付して担当部に申請していただきます。 

なお、共用使用の期間は、「共用使用元の委託事業終了日若しくは共用使用先の事業終了日

のいずれか早い方」までとなります。共用使用元の委託事業が先に終了する場合は、必要に

応じて共用使用先事業への供用換え（共用使用先が助成事業の場合は貸与契約締結も必要）

を行うか、あるいは約款通りの有償譲渡等を受けていただきます。 

また、共用使用にかかるＮＥＤＯからのアンケート等問い合わせにもご協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

 

６６--２２..委委託託業業務務でで導導入入ししたた大大学学・・国国立立研研究究開開発発法法人人等等帰帰属属資資産産のの場場合合  
  

(1)共用使用の対象 

委託業務（共同研究業務を含む）を実施するために購入または製造した研究開発資産。 

委託業務（共同研究業務を含む）を実施するために購入し、または製造した取得財産（機

械装置、車両運搬具、工具等）を研究開発資産（あるいは単に資産）といい、その所有権

は、大学等（国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学および高等専

門学校）または国立研究開発法人等（国立研究開発法人、独立行政法人および地方独立行

政法人）との委託契約においては、検収または竣工検査をした時をもって大学・国立研究

開発法人等に帰属することとしています。 

なお、２０１８年度以前に契約締結した地方独立行政法人についても、特別約款において

取得財産（研究開発資産）の所有権を地方独立行政法人に帰属することとしているため、

研究開発資産の取扱いは大学等に準じます。 

 

(2)運用方法 

ＮＥＤＯ委託業務を実施している期間は、原則として取得した資産を委託業務以外の目

的に使用することはできません。委託業務以外の目的に使用する場合には、委託契約約款

（大学・国立研究開発法人等用）第２０条第４項ただし書に基づくＮＥＤＯの事前承認が

必要となります。ただし、以下の基準を満たす場合には、ＮＥＤＯが包括的に事前承認を

与えたものとみなし、当該委託業務以外の研究や教育活動など（以下「共用使用先の事業

等」と略）に使用することができます。 

＜基準＞ 

 当該委託業務の推進に支障がないこと。 

 使用目的は、収益事業ではないこと。 

 資産の使用にかかる実費および修理費は、自己負担とすること。 

 ＮＥＤＯが当該委託業務以外への使用状況について報告を求めたときは、回答すること。 

 

(3)善管注意義務 

大学・国立研究開発法人等は、業務委託契約に基づき善良な管理者の注意をもって資産

の管理を行わなければなりません。資産に事故等が発生した際には、大学・国立研究開発

法人等が復旧することになります。 
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(5) 有償譲渡代金の支払時期

「請求書」に記載された支払期限までに代金をお支払いいただき、代金全額の支払いをもって

譲渡が完了となります。なお、支払期限は原則として事業終了日の翌月の銀行最終営業日となり

ます。

例：２０２４年３月３１日に事業終了→支払期限は２０２４年４月３０日（火）

ななおお、、支支払払期期限限ままででにに請請求求金金額額ををおお支支払払いいいいたただだけけなないいととききはは、、当当該該期期限限のの翌翌日日かからら支支払払っったた

日日ままででのの日日数数にに応応じじ、、遅遅延延金金をを請請求求ささせせてていいたただだききまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。 

 

６６．．資資産産のの共共用用使使用用ににつついいてて 

６６--１１..NNEEDDOO 帰帰属属・・共共有有資資産産のの場場合合 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律等における国等が保有する研究施設等の

共用促進に係る要請の高まりを鑑みて、ＮＥＤＯはＮＥＤＯ帰属の研究開発資産（共有資産を含

む）を、現在使用中の事業（以下、「当該委託事業」という。）で空いている時間に、他の委託事

業等（以下「共用使用先の事業等」と略）で使用することを認める、研究開発資産の効率的な使

用（以下「共用使用」という）を行っています。

また、委託先に所有権が帰属する５０万円（消費税込み）未満の資産についても、(１)当該委

託業務の推進に支障がない、(２)取得財産の使用にかかる実費および修理費は自己負担、(３)Ｎ

ＥＤＯが当該委託業務以外への使用状況について報告を求めたときは回答することで、ＮＥＤＯ

の承認を経ずに、当該委託業務以外の公的資金事業に使用することができます。

(1)共用使用の対象

当該委託事業で使用しているＮＥＤＯ帰属の研究開発資産（共有資産を含む）

（国有財産は対象外）

(2) 承認基準

① 当該委託事業の推進に支障がないこと。

② 当該委託事業の委託先は共用使用にかかる管理責任を負うこと。

③ 共用使用の用途・目的は、他のＮＥＤＯ事業とする。また、共用使用先が大学や国立研

究開発法人等の場合は、使用目的が収益事業でなければ共用使用を可能とする。

④ 共用使用にかかる実費および修理費は、共用使用先の負担とする。

⑤ 原則、共用使用に伴う設置場所変更および改造は行えない。ただし、必要性が認められ

れば可とする（費用は共用使用先負担）。

*1 発生する費用負担等の取り扱いについてはプロジェクト担当部までお問い合わせください。

＜＜イイメメーージジ図図＞＞ 
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(3) 運用方法 

委託事業者から「共用使用申請書」書式Ⅻ-７（Ｐ.２０５）により当該委託事業で使用し

ている財産に係る共用使用の申請があり、ＮＥＤＯの定める 上記(2)承認基準を満たした場

合、申請内容に基づいて共用使用を認めることとしています。 

共用使用希望者が申請する事業者と異なる場合（再委託先等）は、共用使用を希望する者

（再委託先等）は、委託先に「共用使用申請書」書式Ⅻ-８（Ｐ.２０６）を提出し、委託先

は、その写しを添付して担当部に申請していただきます。 

なお、共用使用の期間は、「共用使用元の委託事業終了日若しくは共用使用先の事業終了日

のいずれか早い方」までとなります。共用使用元の委託事業が先に終了する場合は、必要に

応じて共用使用先事業への供用換え（共用使用先が助成事業の場合は貸与契約締結も必要）

を行うか、あるいは約款通りの有償譲渡等を受けていただきます。 

また、共用使用にかかるＮＥＤＯからのアンケート等問い合わせにもご協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

 

６６--２２..委委託託業業務務でで導導入入ししたた大大学学・・国国立立研研究究開開発発法法人人等等帰帰属属資資産産のの場場合合  
  

(1)共用使用の対象 

委託業務（共同研究業務を含む）を実施するために購入または製造した研究開発資産。 

委託業務（共同研究業務を含む）を実施するために購入し、または製造した取得財産（機

械装置、車両運搬具、工具等）を研究開発資産（あるいは単に資産）といい、その所有権

は、大学等（国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学および高等専

門学校）または国立研究開発法人等（国立研究開発法人、独立行政法人および地方独立行

政法人）との委託契約においては、検収または竣工検査をした時をもって大学・国立研究

開発法人等に帰属することとしています。 

なお、２０１８年度以前に契約締結した地方独立行政法人についても、特別約款において

取得財産（研究開発資産）の所有権を地方独立行政法人に帰属することとしているため、

研究開発資産の取扱いは大学等に準じます。 

 

(2)運用方法 

ＮＥＤＯ委託業務を実施している期間は、原則として取得した資産を委託業務以外の目

的に使用することはできません。委託業務以外の目的に使用する場合には、委託契約約款

（大学・国立研究開発法人等用）第２０条第４項ただし書に基づくＮＥＤＯの事前承認が

必要となります。ただし、以下の基準を満たす場合には、ＮＥＤＯが包括的に事前承認を

与えたものとみなし、当該委託業務以外の研究や教育活動など（以下「共用使用先の事業

等」と略）に使用することができます。 

＜基準＞ 

 当該委託業務の推進に支障がないこと。 

 使用目的は、収益事業ではないこと。 

 資産の使用にかかる実費および修理費は、自己負担とすること。 

 ＮＥＤＯが当該委託業務以外への使用状況について報告を求めたときは、回答すること。 

 

(3)善管注意義務 

大学・国立研究開発法人等は、業務委託契約に基づき善良な管理者の注意をもって資産

の管理を行わなければなりません。資産に事故等が発生した際には、大学・国立研究開発

法人等が復旧することになります。 
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(5) 有償譲渡代金の支払時期

「請求書」に記載された支払期限までに代金をお支払いいただき、代金全額の支払いをもって

譲渡が完了となります。なお、支払期限は原則として事業終了日の翌月の銀行最終営業日となり

ます。

例：２０２４年３月３１日に事業終了→支払期限は２０２４年４月３０日（火）

ななおお、、支支払払期期限限ままででにに請請求求金金額額ををおお支支払払いいいいたただだけけなないいととききはは、、当当該該期期限限のの翌翌日日かからら支支払払っったた

日日ままででのの日日数数にに応応じじ、、遅遅延延金金をを請請求求ささせせてていいたただだききまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。 

 

６６．．資資産産のの共共用用使使用用ににつついいてて 

６６--１１..NNEEDDOO 帰帰属属・・共共有有資資産産のの場場合合 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律等における国等が保有する研究施設等の

共用促進に係る要請の高まりを鑑みて、ＮＥＤＯはＮＥＤＯ帰属の研究開発資産（共有資産を含

む）を、現在使用中の事業（以下、「当該委託事業」という。）で空いている時間に、他の委託事

業等（以下「共用使用先の事業等」と略）で使用することを認める、研究開発資産の効率的な使

用（以下「共用使用」という）を行っています。

また、委託先に所有権が帰属する５０万円（消費税込み）未満の資産についても、(１)当該委

託業務の推進に支障がない、(２)取得財産の使用にかかる実費および修理費は自己負担、(３)Ｎ

ＥＤＯが当該委託業務以外への使用状況について報告を求めたときは回答することで、ＮＥＤＯ

の承認を経ずに、当該委託業務以外の公的資金事業に使用することができます。

(1)共用使用の対象

当該委託事業で使用しているＮＥＤＯ帰属の研究開発資産（共有資産を含む）

（国有財産は対象外）

(2) 承認基準

① 当該委託事業の推進に支障がないこと。

② 当該委託事業の委託先は共用使用にかかる管理責任を負うこと。

③ 共用使用の用途・目的は、他のＮＥＤＯ事業とする。また、共用使用先が大学や国立研

究開発法人等の場合は、使用目的が収益事業でなければ共用使用を可能とする。

④ 共用使用にかかる実費および修理費は、共用使用先の負担とする。

⑤ 原則、共用使用に伴う設置場所変更および改造は行えない。ただし、必要性が認められ

れば可とする（費用は共用使用先負担）。

*1 発生する費用負担等の取り扱いについてはプロジェクト担当部までお問い合わせください。

＜＜イイメメーージジ図図＞＞ 
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１条の５、第３２条、第３３条並びに第３４条の規定の適用に支障を与えないよう移転先

等に約定させてください（約款第３１条第５項）。 

 

 前記①～④の事前承認が不要の場合であっても、知的財産権移転等届出書を事前にＮＥＤ

Ｏに提出する必要があります（約款第３１条の４第１項）（２０１５年１１月１５日以降の

新規契約に係る成果から適用）。 

 

（３）国等の委託による研究成果に係る出願である旨の記載 

 国内の特許出願等の願書およびＰＣＴ国内書面には、国等の委託による研究成果に係る出

願である旨を記載してください（約款第３２条第２項）。 

 

（４）知的財産権放棄の届出（２０１５年１１月１５日以降の新規契約に係る成果から適用） 

 知的財産権（特許権等登録が行われたもの）を放棄する場合は、当該知的財産権の放棄を

行う前に、知的財産権放棄届出書をＮＥＤＯに提出する必要があります（約款第３１条の

５）。 

 

（５）封印申請書、知的財産権帰属届出書の提出 

 業務委託契約締結以前に保有している重要技術情報については必要に応じて封印申請書

（約款第３０条）を、委託先が技術研究組合であって組合員帰属規約がある場合には、必

要に応じて知的財産権帰属届出書（約款第３５条）を提出してください。なお、封印申請

書はＮＥＤＯに成果報告書が受領されるまでは保管が必要です。 

 

（６）ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステム（以下「ＰＭＳ」という）による知的財産権

に関する申請、報告等の手続 

 約款の規定に基づきＮＥＤＯに報告する以下の知的財産権に関する書類は、２０２０年６

月から全てＰＭＳで提出し、約款の規定に基づきＮＥＤＯに報告したものとみなします。 

（ａ）産業財産権出願通知書  （約款第３２条第１項） 

（ｂ）産業財産権等出願後状況通知書 （約款第３３条） 

（ｃ）知的財産権移転通知書  （約款第３３条） 

（ｄ）知的財産権利用届出書  （約款第３４条） 

（ｅ）知的財産権移転承認申請書 （約款第３１条の３第１項） 

（ｆ）専用実施権等設定承認申請書 （約款第３１条の３第２項） 

（ｇ）知的財産権移転等届出書 （約款第３１条の４第１項） 

（ｈ）知的財産権放棄届出書  （約款第３１条の５） 

（ｉ）知的財産権帰属届出書  （約款第３５条） 

 

（７）ＰＭＳ知財機能の利用方法（注意：契約年度の時期により利用申請の方法が異なります） 

① ２０１９年１０月時点およびこれ以降に委託契約が行われており、ＮＥＤＯから利用の

申請を行うように依頼があった事業者は、登録完了後にログインし、各契約のメニューか

ら「知財」アイコンをクリックしてご利用ください（（i）知的財産権帰属届出書のみ「文書

一覧」のアイコンから提出します）。 

なお、利用方法の詳細は、トップページ＞実施者募集（公募）＞委託、補助・助成事業の

手続き＞ 委託事業の手続き：資産・知財・データマネジメントの「知的財産権関係」をご

覧ください。 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html 
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７７．．知知的的財財産産権権ににつついいてて  
（１）日本版バイ・ドール条項 

 ＮＥＤＯでは、委託先における研究開発のインセンティブや成果意欲を高め、開発成果を

効果的に社会還元するとの狙いから「日本版バイ・ドール条項（産業技術力強化法第１７

条）」を適用し、原則として以下の条件を約定することにより、当該委託研究に係る知的財

産権は、委託元であるＮＥＤＯに譲り渡すことなく、委託先に帰属することにしています

（業務委託契約約款（以下「約款」という。）第３１条）。 

 

 約款では、これら知的財産権について、受ける権利の発生、権利の取得、権利の利活用に関

し、ＮＥＤＯに報告するよう規定しています（約款第２４条、第２９条、第３２条、第３３

条および第３４条）。 

 

（２）移転または専用実施権設定・移転の承諾の際の事前承認 

 ２００９年度以降の新規契約に係る成果の知的財産権について移転をするときは、以下の

場合を除き、事前にＮＥＤＯの承認が必要になります（約款第３１条の３第 1 項）。また、

当該知的財産権について専用実施権等の設定又は移転の承諾をする場合にも、以下の場合

を除き、事前にＮＥＤＯの承認が必要になります。（約款第３１条の３第２項）。 

＊１：２０１４年７月１６日以降の公募案件は特別約款により、２０１５年度新規契約に

ついては２０１５年３月１８日改正の約款により（２０１５年１１月１４日契約分

まで）、ＳＩＰ（戦略イノベーション創造プログラム）における２０１４年７月１６

日以降の契約は特別約款により、事前承認が必要です。 

 

 事前承認の対象となる知的財産権として、例えば特許権のほか特許を受ける権利も含まれ

ます。したがって、出願前の移転（プロジェクト参加者間での移転や持分の一部譲渡を含

む。）も事前承認の対象となります。 

 移転等をする場合、約款第３１条第３項および第４項、第３１条の３、第３１条の４、第３

① 委託研究に係る知的財産権の出願、申請等の手続を行った場合、ＮＥＤＯに報告すること。 

② 国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償でＮＥＤＯに実施許諾

すること。 

③ 当該知的財産権を相当期間利用していない場合、国の要請に応じて、第三者に当該知的財

産権を実施許諾すること。 

④ 当該知的財産権の移転または専用実施権等の設定・移転（以下「移転等」という。）の承諾を

しようとする場合、ＮＥＤＯの事前承認を得ること（２００９年度以降の新規契約に係る成果から

適用）。 

⑤ ＮＥＤＯが実施する利用状況調査（バイ・ドール調査）に対して回答すること。 

（２０１１年度以降の新規契約に係る成果から適用）。 

① 合併・分割（一般承継）による場合*1 

② 株式会社が親会社・子会社に移転等する場合*1（ただし、その子会社又は親会社が日本国

外に存する場合を除く。） 

③ 技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業

者（承認ＴＬＯ）または認定事業者（認定ＴＬＯ）に移転等する場合 

④ 技術研究組合が組合員に移転等する場合 

Ⅻ
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１条の５、第３２条、第３３条並びに第３４条の規定の適用に支障を与えないよう移転先

等に約定させてください（約款第３１条第５項）。 

 

 前記①～④の事前承認が不要の場合であっても、知的財産権移転等届出書を事前にＮＥＤ

Ｏに提出する必要があります（約款第３１条の４第１項）（２０１５年１１月１５日以降の

新規契約に係る成果から適用）。 

 

（３）国等の委託による研究成果に係る出願である旨の記載 

 国内の特許出願等の願書およびＰＣＴ国内書面には、国等の委託による研究成果に係る出

願である旨を記載してください（約款第３２条第２項）。 

 

（４）知的財産権放棄の届出（２０１５年１１月１５日以降の新規契約に係る成果から適用） 

 知的財産権（特許権等登録が行われたもの）を放棄する場合は、当該知的財産権の放棄を

行う前に、知的財産権放棄届出書をＮＥＤＯに提出する必要があります（約款第３１条の

５）。 

 

（５）封印申請書、知的財産権帰属届出書の提出 

 業務委託契約締結以前に保有している重要技術情報については必要に応じて封印申請書

（約款第３０条）を、委託先が技術研究組合であって組合員帰属規約がある場合には、必

要に応じて知的財産権帰属届出書（約款第３５条）を提出してください。なお、封印申請

書はＮＥＤＯに成果報告書が受領されるまでは保管が必要です。 

 

（６）ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステム（以下「ＰＭＳ」という）による知的財産権

に関する申請、報告等の手続 

 約款の規定に基づきＮＥＤＯに報告する以下の知的財産権に関する書類は、２０２０年６

月から全てＰＭＳで提出し、約款の規定に基づきＮＥＤＯに報告したものとみなします。 

（ａ）産業財産権出願通知書  （約款第３２条第１項） 

（ｂ）産業財産権等出願後状況通知書 （約款第３３条） 

（ｃ）知的財産権移転通知書  （約款第３３条） 

（ｄ）知的財産権利用届出書  （約款第３４条） 

（ｅ）知的財産権移転承認申請書 （約款第３１条の３第１項） 

（ｆ）専用実施権等設定承認申請書 （約款第３１条の３第２項） 

（ｇ）知的財産権移転等届出書 （約款第３１条の４第１項） 

（ｈ）知的財産権放棄届出書  （約款第３１条の５） 

（ｉ）知的財産権帰属届出書  （約款第３５条） 

 

（７）ＰＭＳ知財機能の利用方法（注意：契約年度の時期により利用申請の方法が異なります） 

① ２０１９年１０月時点およびこれ以降に委託契約が行われており、ＮＥＤＯから利用の

申請を行うように依頼があった事業者は、登録完了後にログインし、各契約のメニューか

ら「知財」アイコンをクリックしてご利用ください（（i）知的財産権帰属届出書のみ「文書

一覧」のアイコンから提出します）。 

なお、利用方法の詳細は、トップページ＞実施者募集（公募）＞委託、補助・助成事業の

手続き＞ 委託事業の手続き：資産・知財・データマネジメントの「知的財産権関係」をご

覧ください。 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html 
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７７．．知知的的財財産産権権ににつついいてて  
（１）日本版バイ・ドール条項 

 ＮＥＤＯでは、委託先における研究開発のインセンティブや成果意欲を高め、開発成果を

効果的に社会還元するとの狙いから「日本版バイ・ドール条項（産業技術力強化法第１７

条）」を適用し、原則として以下の条件を約定することにより、当該委託研究に係る知的財

産権は、委託元であるＮＥＤＯに譲り渡すことなく、委託先に帰属することにしています

（業務委託契約約款（以下「約款」という。）第３１条）。 

 

 約款では、これら知的財産権について、受ける権利の発生、権利の取得、権利の利活用に関

し、ＮＥＤＯに報告するよう規定しています（約款第２４条、第２９条、第３２条、第３３

条および第３４条）。 

 

（２）移転または専用実施権設定・移転の承諾の際の事前承認 

 ２００９年度以降の新規契約に係る成果の知的財産権について移転をするときは、以下の

場合を除き、事前にＮＥＤＯの承認が必要になります（約款第３１条の３第 1 項）。また、

当該知的財産権について専用実施権等の設定又は移転の承諾をする場合にも、以下の場合

を除き、事前にＮＥＤＯの承認が必要になります。（約款第３１条の３第２項）。 

＊１：２０１４年７月１６日以降の公募案件は特別約款により、２０１５年度新規契約に

ついては２０１５年３月１８日改正の約款により（２０１５年１１月１４日契約分

まで）、ＳＩＰ（戦略イノベーション創造プログラム）における２０１４年７月１６

日以降の契約は特別約款により、事前承認が必要です。 

 

 事前承認の対象となる知的財産権として、例えば特許権のほか特許を受ける権利も含まれ

ます。したがって、出願前の移転（プロジェクト参加者間での移転や持分の一部譲渡を含

む。）も事前承認の対象となります。 

 移転等をする場合、約款第３１条第３項および第４項、第３１条の３、第３１条の４、第３

① 委託研究に係る知的財産権の出願、申請等の手続を行った場合、ＮＥＤＯに報告すること。 

② 国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償でＮＥＤＯに実施許諾

すること。 

③ 当該知的財産権を相当期間利用していない場合、国の要請に応じて、第三者に当該知的財

産権を実施許諾すること。 

④ 当該知的財産権の移転または専用実施権等の設定・移転（以下「移転等」という。）の承諾を

しようとする場合、ＮＥＤＯの事前承認を得ること（２００９年度以降の新規契約に係る成果から

適用）。 

⑤ ＮＥＤＯが実施する利用状況調査（バイ・ドール調査）に対して回答すること。 

（２０１１年度以降の新規契約に係る成果から適用）。 

① 合併・分割（一般承継）による場合*1 

② 株式会社が親会社・子会社に移転等する場合*1（ただし、その子会社又は親会社が日本国

外に存する場合を除く。） 

③ 技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業

者（承認ＴＬＯ）または認定事業者（認定ＴＬＯ）に移転等する場合 

④ 技術研究組合が組合員に移転等する場合 
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＜＜知知的的財財産産権権のの取取得得等等にに関関すするる報報告告一一覧覧＞＞  

＊２：外国出願の場合は９０日以内 
＊３：２００９年度以降の新規契約に係る成果から適用 
＊４：２０１５年１１月１５日以降の新規契約に係る成果から適用 

  

  

  
知知的的財財産産権権  

タタイイミミンンググ  

特特許許権権  
実実用用新新案案権権  
意意匠匠権権  

育育成成者者権権  

回回路路配配置置  
利利用用権権 

著著作作権権  
（（成成果果報報告告書書等等

をを除除くく著著作作権権））  
ノノウウハハウウ 

成成果果報報告告書書提提出出  

   ＮＥＤＯと委託先が協議の

上、ＮＥＤＯが指定した技

術情報を提出（約款第２９

条） 
出出                願願  

（（PPCCTT 国国内内移移行行書書

面面のの提提出出をを含含むむ））  

産業財産権出願通知書の提出（約

款第３２条第１項により６０日*２以内） 
  

登登                録録  
（（著著作作権権はは登登録録時時まま

たたはは権権利利行行使使・・利利用用

許許諾諾時時））  

産業財産権等出願後状況通知書の

提出（約款第３３条第１項により特許

公報等発行の日から６０日*２以内） 
 

産業財産権等出

願後状況通知書

の提出（約款第３

３条第２項により

速やかに） 

 

権権利利移移転転時時  
知的財産権移転承認申請書による NEDO の事前承認*３または知的財産権移転等届

出書の提出*４および知的財産権移転通知書の提出（約款第３３条第３項により移転を

行った日から６０日以内*２） 

実実施施ままたたはは実実施施許許

諾諾  

知的財産権利用届出書を提出（約款第３４条第１項により利用または利用許諾した日

から６０日以内*２） 
※専用実施権、専用利用権の設定をする場合は、専用実施権等設定承認申請書によ

るＮＥＤＯの事前承認が必要（著作権およびノウハウを除く） 

産業財産権出願通知書および産業財産権等出願後状況通知書に記載された出願番号、登録番号等

を確認するため、例えば出願プルーフ、特許証、特許公報、登録済通知書等のエビデンスを添付

してください。 

- 198 -

② ２０１９年９月以前に委託契約が終了した事業者で当該契約においてＰＭＳのＩＤを取

得していない事業者は、以下のＰＭＳ利用申請申込からご登録ください。

リンク先： https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/ou1u1f3k2pgd

③ 詳細な手続方法については、上記「（６）ＰＭＳによる知的財産権に関する申請、報告等

の手続」で案内しているＮＥＤＯウェブサイトの知的財産権管理業務の説明資料等を参照

してください。

リンク先：https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html

（８）補足

 （１）①に記載のとおり、委託研究に係る知的財産権は、ＮＥＤＯに報告することによ

り、委託先に帰属することとなるので、適切に報告ができる体制を整備したうえで、漏れ

のないように報告してください。

Ⅻ
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＜＜知知的的財財産産権権のの取取得得等等にに関関すするる報報告告一一覧覧＞＞  

＊２：外国出願の場合は９０日以内 
＊３：２００９年度以降の新規契約に係る成果から適用 
＊４：２０１５年１１月１５日以降の新規契約に係る成果から適用 

  

  

  
知知的的財財産産権権  

タタイイミミンンググ  

特特許許権権  
実実用用新新案案権権  
意意匠匠権権  

育育成成者者権権  

回回路路配配置置  
利利用用権権 

著著作作権権  
（（成成果果報報告告書書等等

をを除除くく著著作作権権））  
ノノウウハハウウ 

成成果果報報告告書書提提出出  

   ＮＥＤＯと委託先が協議の

上、ＮＥＤＯが指定した技

術情報を提出（約款第２９

条） 
出出                願願  

（（PPCCTT 国国内内移移行行書書

面面のの提提出出をを含含むむ））  

産業財産権出願通知書の提出（約

款第３２条第１項により６０日*２以内） 
  

登登                録録  
（（著著作作権権はは登登録録時時まま

たたはは権権利利行行使使・・利利用用

許許諾諾時時））  

産業財産権等出願後状況通知書の

提出（約款第３３条第１項により特許

公報等発行の日から６０日*２以内） 
 

産業財産権等出

願後状況通知書

の提出（約款第３

３条第２項により

速やかに） 

 

権権利利移移転転時時  
知的財産権移転承認申請書による NEDO の事前承認*３または知的財産権移転等届

出書の提出*４および知的財産権移転通知書の提出（約款第３３条第３項により移転を

行った日から６０日以内*２） 

実実施施ままたたはは実実施施許許

諾諾  

知的財産権利用届出書を提出（約款第３４条第１項により利用または利用許諾した日

から６０日以内*２） 
※専用実施権、専用利用権の設定をする場合は、専用実施権等設定承認申請書によ

るＮＥＤＯの事前承認が必要（著作権およびノウハウを除く） 

産業財産権出願通知書および産業財産権等出願後状況通知書に記載された出願番号、登録番号等

を確認するため、例えば出願プルーフ、特許証、特許公報、登録済通知書等のエビデンスを添付

してください。 
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② ２０１９年９月以前に委託契約が終了した事業者で当該契約においてＰＭＳのＩＤを取

得していない事業者は、以下のＰＭＳ利用申請申込からご登録ください。

リンク先： https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/ou1u1f3k2pgd

③ 詳細な手続方法については、上記「（６）ＰＭＳによる知的財産権に関する申請、報告等

の手続」で案内しているＮＥＤＯウェブサイトの知的財産権管理業務の説明資料等を参照

してください。

リンク先：https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html

（８）補足

 （１）①に記載のとおり、委託研究に係る知的財産権は、ＮＥＤＯに報告することによ

り、委託先に帰属することとなるので、適切に報告ができる体制を整備したうえで、漏れ

のないように報告してください。
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＜参考例＞ 書式Ⅻ－３ 
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  年  月  日 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

○○○部長   殿 

 

（住所）               

（法人名等）             

（役職名 氏名）                   

 

 

資産設置場所変更届 

 

 貴機構の所有する資産について、設置場所を変更したいので、下記のとおり届出しま

す。 

記 

  契 約 番 号 （契約番号） 

 契 約 件 名 （ 大 ） （大項目） 

（中） （中項目） 

（小） （小項目） 

委 託 先 （委託先コード 名称） 

補 助 金 等 名 称 （補助金等名称（補助金・出資金・運営費交付金の別）） 

設置場所変更資産 別紙「設置場所変更資産一覧表」のとおり 

変 更 の 時 期 （年月日） 

変更を必要とする理

 

 

 変更前の設置場所 
（名称） 

（郵便番号 住所） 

変更後の設置場所 
（名称） 

（郵便番号 住所） 

 変更後の設置場所の建物情報 

 

設置場所事業所名 例・・・○○開発株式会社 ○○研究所 

建物名称または設

 

例・・・実験棟 

郵便番号  

住所 (住所） 

材質：柱 *1 （鉄筋コンクリート） （リストより選択する） 

材質：外壁 *1 （鉄筋コンクリート） （リストより選択する） 

材質：屋根 *1 （コンクリート）    （リストより選択する） 

階数（地上）*1 （ 2 階 ）        （建物の地上階数）を記載する 

階数（地下）*1 （ 0 階 ）       （建物の地下階数）を記載する 

面積（総床面積）*1 （ 100.00 ㎡ )    （建物の総床面積）を記載する 

*1：設置場所が屋内の場合は選択または記入すること 

書式Ⅻ－２ 

Ⅻ
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＜参考例＞ 書式Ⅻ－３ 
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  年  月  日 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

○○○部長   殿 

 

（住所）               

（法人名等）             

（役職名 氏名）                   

 

 

資産設置場所変更届 

 

 貴機構の所有する資産について、設置場所を変更したいので、下記のとおり届出しま

す。 

記 

  契 約 番 号 （契約番号） 

 契 約 件 名 （ 大 ） （大項目） 

（中） （中項目） 

（小） （小項目） 

委 託 先 （委託先コード 名称） 

補 助 金 等 名 称 （補助金等名称（補助金・出資金・運営費交付金の別）） 

設置場所変更資産 別紙「設置場所変更資産一覧表」のとおり 

変 更 の 時 期 （年月日） 

変更を必要とする理

 

 

 変更前の設置場所 
（名称） 

（郵便番号 住所） 

変更後の設置場所 
（名称） 

（郵便番号 住所） 

 変更後の設置場所の建物情報 

 

設置場所事業所名 例・・・○○開発株式会社 ○○研究所 

建物名称または設

 

例・・・実験棟 

郵便番号  

住所 (住所） 

材質：柱 *1 （鉄筋コンクリート） （リストより選択する） 

材質：外壁 *1 （鉄筋コンクリート） （リストより選択する） 

材質：屋根 *1 （コンクリート）    （リストより選択する） 

階数（地上）*1 （ 2 階 ）        （建物の地上階数）を記載する 

階数（地下）*1 （ 0 階 ）       （建物の地下階数）を記載する 

面積（総床面積）*1 （ 100.00 ㎡ )    （建物の総床面積）を記載する 

*1：設置場所が屋内の場合は選択または記入すること 

書式Ⅻ－２ 

Ⅻ
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  書式Ⅻ－５ 

別
　
紙

事
　
業

　
名

　
契
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管

理
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：
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○
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有
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無
償

譲
渡

※
２
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用
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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こ
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取
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格
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当
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理
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※
１
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法
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（
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）
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合
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、
当

該
譲

受
者

の
意

志
の

確
認

が
で
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．
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<２０１３年度以降契約>  
   

（様式第２１） 

 

  年  月  日 
 

取 得 財 産 の 処 分 に 関 す る 確 認 書 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 ○○○部長  殿 

 

住   所 

名   称 

氏   名          
（業務管理者） 

 

      年  月  日付け委託契約に基づく開発項目「            」

において取得した譲渡対象財産について、下記のとおり確認しましたので、業務委託契約

約款第２０条の２第５項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

 

１．対象財産  別紙記載のとおり 
 

２．確認内容  別紙記載のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  契約管理番号  ○○○○○○○○－○ 

 

書式Ⅻ－４ 
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  書式Ⅻ－５ 
別

　
紙

事
　
業

　
名
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約
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：
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○
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－

○

有
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２
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<２０１３年度以降契約>  
   

（様式第２１） 

 

  年  月  日 
 

取 得 財 産 の 処 分 に 関 す る 確 認 書 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 ○○○部長  殿 

 

住   所 

名   称 

氏   名          
（業務管理者） 

 

      年  月  日付け委託契約に基づく開発項目「            」

において取得した譲渡対象財産について、下記のとおり確認しましたので、業務委託契約

約款第２０条の２第５項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

 

１．対象財産  別紙記載のとおり 
 

２．確認内容  別紙記載のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  契約管理番号  ○○○○○○○○－○ 

 

書式Ⅻ－４ 
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 年  月  日 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 ○○○部長   殿 

 

住   所 

名   称 

氏   名          
（業務管理者） 

 

委託業務で取得した財産に係る共用使用の申請について 

 

○○○○年○○月○○日付け○○契約に基づく開発項目「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究開発」

で使用している財産を、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究開発」に共用使用する件について、委

託契約約款第２０条第５項（※共同研究の場合、共同研究契約約款第２２条第５項） に基

づき、下記のとおり申請いたします。 

 

記 

１．共用使用者 

 

２．共用使用の事業・内容（※別紙とすることもできる。） 

 

３．共用使用の対象資産 

別添「資産管理簿、または（委託先作成の）資産リスト」のとおり 

 

４．共用使用の期間 

○○○○年○○月○○日（予定）～○○○○年○○月○○日（※もしくは当該委託業務終

了まで） 

 

５．共用使用の条件 

 以下の条件に従って共用使用を行う。 

・当該委託事業の推進に支障がないこと。 

・当該委託事業の委託先は共用使用にかかる管理責任を負うこと。 

・使用は使用先の業務に必要な範囲に限られること。 

・共用使用の目的は、承認された範囲内であること。 

・共用使用にかかる実費および修理費は、共用使用先の負担とすること。 

・原則、設置場所の変更は行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

書式Ⅻ－７ 
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※記入例
０． 契約管理番号 12345678-0

１． 法人名
国立研究開発法人新エネルギー産業
技術総合開発機構

２． 代表者役職 理事長
代表者氏名 ○○　○○○
郵便番号 212-8554

住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー

３． 研究担当所属 環境部
研究担当役職 統括主幹
研究担当氏名 ○○　○○○
電話番号 044-520-1234
FAX番号 044-520-2345
E-mail nedotro@nedo.go.jp
郵便番号 212-8554

住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー

４． 譲渡窓口所属 経理部　資金課
譲渡窓口役職 課長補佐
譲渡窓口氏名 ○○　○○○
電話番号 044-520-3456
FAX番号 044-520-4567
E-mail nedohnk@nedo.go.jp
郵便番号 212-8554

住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー

５． 資産設置場所
郵便番号 212-8554
住所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
事業所名又は建物
名称

ミューザ川崎セントラルタワー

郵便番号 100-0013 
住所 東京都千代田区霞が関1-4-2
事業所名又は建物
名称

大同生命霞が関ビル

郵便番号 530-0011
住所 大阪市北区大深町3-1
事業所名又は建物
名称

関西支部

＊設置場所が4箇所以上の場合、行を追加して記載して下さい。

連絡先等一覧表
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 年  月  日 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 ○○○部長   殿 

 

住   所 

名   称 

氏   名          
（業務管理者） 

 

委託業務で取得した財産に係る共用使用の申請について 

 

○○○○年○○月○○日付け○○契約に基づく開発項目「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究開発」

で使用している財産を、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究開発」に共用使用する件について、委

託契約約款第２０条第５項（※共同研究の場合、共同研究契約約款第２２条第５項） に基

づき、下記のとおり申請いたします。 

 

記 

１．共用使用者 

 

２．共用使用の事業・内容（※別紙とすることもできる。） 

 

３．共用使用の対象資産 

別添「資産管理簿、または（委託先作成の）資産リスト」のとおり 

 

４．共用使用の期間 

○○○○年○○月○○日（予定）～○○○○年○○月○○日（※もしくは当該委託業務終

了まで） 

 

５．共用使用の条件 

 以下の条件に従って共用使用を行う。 

・当該委託事業の推進に支障がないこと。 

・当該委託事業の委託先は共用使用にかかる管理責任を負うこと。 

・使用は使用先の業務に必要な範囲に限られること。 

・共用使用の目的は、承認された範囲内であること。 

・共用使用にかかる実費および修理費は、共用使用先の負担とすること。 

・原則、設置場所の変更は行わないこと。 
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※記入例
０． 契約管理番号 12345678-0

１． 法人名
国立研究開発法人新エネルギー産業
技術総合開発機構

２． 代表者役職 理事長
代表者氏名 ○○　○○○
郵便番号 212-8554

住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー

３． 研究担当所属 環境部
研究担当役職 統括主幹
研究担当氏名 ○○　○○○
電話番号 044-520-1234
FAX番号 044-520-2345
E-mail nedotro@nedo.go.jp
郵便番号 212-8554

住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー

４． 譲渡窓口所属 経理部　資金課
譲渡窓口役職 課長補佐
譲渡窓口氏名 ○○　○○○
電話番号 044-520-3456
FAX番号 044-520-4567
E-mail nedohnk@nedo.go.jp
郵便番号 212-8554

住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー

５． 資産設置場所
郵便番号 212-8554
住所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
事業所名又は建物
名称

ミューザ川崎セントラルタワー

郵便番号 100-0013 
住所 東京都千代田区霞が関1-4-2
事業所名又は建物
名称

大同生命霞が関ビル

郵便番号 530-0011
住所 大阪市北区大深町3-1
事業所名又は建物
名称

関西支部

＊設置場所が4箇所以上の場合、行を追加して記載して下さい。

連絡先等一覧表
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Ⅰ.  委託業務の概要 

Ⅱ. 契約に関する事務手続 

Ⅲ. 契約変更に関する事務手続 

Ⅳ. 経理処理について 

Ⅴ. 機械装置等費について 

Ⅵ. 労務費について 

Ⅶ. その他経費について 

Ⅷ. 間接経費について 

Ⅸ. 再委託費・共同実施費について 

Ⅹ. 検査 

ⅩⅠ. 委託費の支払 

ⅩⅡ. 研究開発資産・知的財産権について 

  

ⅩⅩⅢⅢ..  成成果果報報告告とと研研究究成成果果のの発発信信  

１．中間年報および成果報告書  Ｐ．２０８ 

２．ＮＥＤＯ委託事業における研究成果の発信について  Ｐ．２０９  

  

ⅩⅣ.  プロジェクトマネジメントシステムの概要とユーザー登録 
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 年  月  日 

 

○○○○株式会社  

○○○○○○部長  殿 

 （業務管理者） 

住   所 

名   称 

氏   名          
（業務管理者） 

 

委託業務で取得した財産に係る共用使用の申請について 

 

貴社が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構と締結した○○○○年○○月

○○日付け委託契約に基づく開発項目「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究開発」（以下「当該委託業

務」）で使用している財産を、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究開発」に共用使用する件について、下

記のとおり申請いたします。 

 

記 

 

１．共用使用者 

 

２．共用使用の事業・内容（※別紙とすることもできる。） 

 

３．共用使用の対象資産 

別添「資産管理簿、または（申請者作成の）資産リスト」のとおり 

 

４．共用使用の期間 

○○○○年○○月○○日（予定）～○○○○年○○月○○日（※もしくは当該委託業務終了

まで） 

 

５．共用使用の条件 

以下の条件に従って共用使用を行う。 

・当該委託事業の推進に支障がないこと。 

・当該委託事業の委託先は共用使用にかかる管理責任を負うこと。 

・使用は使用先の業務に必要な範囲に限られること。 

・共用使用の目的は、承認された範囲内であること。 

・共用使用にかかる実費および修理費は、共用使用先の負担とすること。 

・原則、設置場所の変更は行わないこと。 
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